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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機溶媒中に、アクリル樹脂を溶解させるとともに、微粒子を混合させた撥水性塗料で
あって、
　前記微粒子の平均粒径が、５～１７００ｎｍであり、
　前記撥水性塗料中に、構造制御剤として、エチレングリコールまたはポリエチレングリ
コールを含有し、
　前記有機溶媒が、トルエン、ベンゼンおよびキシレンから選択される１種以上であるこ
とを特徴とする撥水性塗料。
【請求項２】
　前記アクリル樹脂の主鎖または側鎖にフッ素を含有することを特徴とする請求項１に記
載の撥水性塗料。
【請求項３】
　前記アクリル樹脂の一部が、シリコン変性されたアクリル樹脂またはシリコン変性され
たアクリルウレタン樹脂であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の撥水性
塗料。
【請求項４】
　前記アクリル樹脂の全部が、シリコン変性されたアクリル樹脂またはシリコン変性され
たアクリルウレタン樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の撥水性塗料。
【請求項５】
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　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の撥水性塗料を金属板に塗布することに
より、前記金属板に撥水塗膜を形成したことを特徴とする撥水金属板。
【請求項６】
　前記金属板が、アルミニウム板、アルミニウム合金板、鉄鋼板、銅板およびチタン板か
ら選択される１種であることを特徴とする請求項５に記載の撥水金属板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撥水性塗料および撥水金属板に係り、特に、撥水性（防汚性、耐着雪性、耐
候性）に優れる撥水塗膜を形成する撥水性塗料およびこの撥水性塗料を塗布した撥水金属
板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、防汚性、耐着雪性および耐候性等に優れた金属板を提供するため、金属板の表面
にフッ素系樹脂やシリコン系樹脂のような撥水性塗料をコーティングすることにより、金
属板に撥水性を付与することが行われている。ここで、例えば、平らなアルミニウム合金
板にフッ素系塗料を塗布すると、水の接触角が１００～１１０°程度の撥水性が得られる
ことが知られている。また、塗料中に微粒子を混合することで、金属板にコーティングさ
れた塗膜の表面に凹凸を形成させることにより、撥水性を高められることが知られている
。
【０００３】
　このように、塗料中に微粒子を混合することで撥水性を高めるものとして、四フッ化エ
チレン（ＰＴＦＥ）粉末を非フッ素樹脂中に混入させた撥水性塗料をＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒ
　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）基板の上に塗布することにより、水の接触
角が１５０°程度の撥水性となる技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。ま
た、疎水性微粒子と樹脂とを混合した撥水性塗料をアルミニウム板に塗布することにより
、水の接触角が最大１７０°の撥水性となる技術が開示されている（例えば、特許文献２
参照）。
【特許文献１】特開平８－３４７７号公報（段落０００８～００１３）
【特許文献２】特開平３－２１５５７０号公報（第４頁左上欄１０行目～第５頁右上欄２
０行目）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記した撥水性塗料では、以下に示す問題があった。
　これらの撥水性塗料は、微粒子を塗料中に分散させることで、金属板に塗料を塗布する
ことにより形成された塗膜の表面に凹凸を形成させるものである。
　しかし、塗料中に微粒子を混合した場合、微粒子を完全に均一に分散させることは難し
く、混合した微粒子は塗料中に不均一な状態で分散してしまう。このように、微粒子が塗
料中に不均一な状態で分散していると、塗料を金属板に塗布したときに、塗布した塗膜の
表面に形成される凹凸が、不均一な状態となる。そのため、金属板に塗膜を形成しても、
金属板の表面全体に均質な撥水性を付与することが困難となり、金属板の表面に、撥水性
に劣る部位が生じるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、前記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、撥水性に優れ、また、
この撥水性により、防汚性、耐着雪性および耐候性にも優れるとともに、塗膜の表面の凹
凸を塗膜の表面全体に均一に形成させることで、均質な撥水性を有する塗膜を形成する撥
水性塗料およびこの撥水性塗料を塗布した撥水金属板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意研究した結果、金属板の塗膜の表面の凹
凸を、微粒子を分散させることだけで形成させるのではなく、塗膜自体の自発的なミクロ
ン単位の凹凸を塗膜の表面全体に均一に形成させることで、撥水性（防汚性、耐着雪性、
耐候性）に優れるとともに、均質な撥水性を有する塗膜を形成する撥水性塗料およびこの
撥水性塗料を塗布した撥水金属板を完成するに至った。
　すなわち、請求項１に係る撥水性塗料は、有機溶媒中に、アクリル樹脂を溶解させると
ともに、微粒子を混合させた撥水性塗料であって、前記微粒子の平均粒径が、５～１７０
０ｎｍであり、前記撥水性塗料中に、構造制御剤として、エチレングリコールまたはポリ
エチレングリコールを含有し、前記有機溶媒が、トルエン、ベンゼンおよびキシレンから
選択される１種以上であることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、撥水性塗料中に、微粒子と、エチレングリコールまたはポリ
エチレングリコールを含有することで、撥水性塗料を金属板に塗布した場合に、塗膜自体
の自発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成される。
　また、有機溶媒中に、微粒子を混合して撥水性塗料中に分散させることで、当該微粒子
に由来する機能（例えば、光触媒機能、強度等）を塗膜に付与することができるため、撥
水性塗料を塗布した金属板において、これらの機能が向上する。
　また、有機溶媒として、トルエン、ベンゼンおよびキシレンから選択される１種以上を
使用することにより、アクリル樹脂と、エチレングリコールまたはポリエチレングリコー
ルの溶解が容易になる。
【００１０】
　請求項２に係る撥水性塗料は、前記アクリル樹脂の主鎖または側鎖にフッ素を含有する
ことを特徴とする。
【００１１】
　このような構成によれば、アクリル樹脂の主鎖または側鎖にフッ素を含有することで、
撥水性塗料を塗布した金属板における撥水性がさらに向上する。
【００１２】
　請求項３に係る撥水性塗料は、前記アクリル樹脂の一部が、シリコン変性されたアクリ
ル樹脂またはシリコン変性されたアクリルウレタン樹脂であることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に係る撥水性塗料は、前記アクリル樹脂の全部が、シリコン変性されたアクリ
ル樹脂またはシリコン変性されたアクリルウレタン樹脂であることを特徴とする。
【００１４】
　これらのような構成によれば、撥水性塗料を塗布した金属板における撥水性がさらに向
上することに加えて、塗膜中の微粒子や塗膜構成成分と金属板との密着性が向上し、撥水
塗膜が物理的接触に晒された際の耐久性が向上する。
【００１５】
　請求項５に係る撥水金属板は、前記記載の撥水性塗料を金属板に塗布することにより、
前記金属板に撥水塗膜を形成したことを特徴とする。
【００１６】
　このような構成によれば、金属板に、塗膜自体の自発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の
表面全体に均一に形成された撥水塗膜を形成することにより、金属板の表面全体に均質な
撥水性を有する金属板を得ることができる。
【００１７】
　請求項６に係る撥水金属板は、前記金属板が、アルミニウム板、アルミニウム合金板、
鉄鋼板、銅板およびチタン板から選択される１種であることを特徴とする。
【００１８】
　このような構成によれば、アルミニウム板、アルミニウム合金板、鉄鋼板、銅板、チタ
ン板においても、塗膜自体の自発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成
された撥水塗膜を形成することにより、これらの金属板の表面全体に均質な撥水性を付与
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することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の請求項１に係る撥水性塗料によれば、金属板に当該撥水性塗料を塗布し、塗膜
自体の自発的なミクロン単位の凹凸を塗膜の表面全体に均一に形成させることにより、撥
水性（防汚性、耐着雪性、耐候性）に優れるとともに、均質な撥水性を有する撥水塗膜を
形成させることができる。
　また、アクリル樹脂と、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールの溶解を容
易に行うことができる。
【００２０】
　請求項２に係る撥水性塗料によれば、撥水塗膜の撥水性が向上するため、撥水性塗料を
塗布した金属板の撥水性をさらに向上させることができる。
　請求項３、４に係る撥水性塗料によれば、撥水塗膜の撥水性および密着性が向上するた
め、撥水性塗料を塗布した金属板の撥水性および物理的接触に対する耐久性を向上させる
ことができる。このような撥水塗膜の耐久性向上は、使用時における耐久性が向上するた
め有用である他、塗装済み金属板における加工時の皮膜損傷が抑制されるため、産業上に
おいて、大きな優位点を有する。
【００２１】
　本発明の請求項５に係る撥水金属板によれば、金属板に、塗膜自体の自発的なミクロン
単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成された撥水塗膜を形成することにより、優れた
撥水性（防汚性、耐着雪性、耐候性）を得るとともに、金属板の表面全体に、均質な撥水
性を得ることができる。
　請求項６に係る撥水金属板によれば、アルミニウム板、アルミニウム合金板、鉄鋼板、
銅板、チタン板においても、優れた撥水性（防汚性、耐着雪性、耐候性）を得るとともに
、金属板の表面全体に、均質な撥水性を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
≪撥水性塗料≫
　本発明に係る撥水性塗料は、有機溶媒中に、アクリル樹脂を溶解させるとともに、微粒
子を混合して撥水性塗料中に分散させたものであり、また、構造制御剤として、エチレン
グリコールまたはポリエチレングリコールを含有するものである。
　以下、各構成について説明する。
【００２３】
　＜有機溶媒＞
　有機溶媒は、アクリル樹脂と、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールを溶
解するものである。また、微粒子を混合することで、撥水性塗料中に、この微粒子を分散
させる。
　使用する有機溶媒としては、トルエン、ベンゼン、キシレン（ｐ－キシレン、ｍ－キシ
レン、ｏ－キシレン）等の芳香族化合物を用いることが好ましいが、アクリル樹脂と、エ
チレングリコールまたはポリエチレングリコールを溶解できるものであれば特に限定され
るものではない。例えば、アセトン、シクロヘキサノン、エチルメチルケトン等のケトン
化合物、酢酸エチル等のエステル化合物、ペンタノール等のアルコール化合物等を用いる
ことができる。なお、これらは単独で用いてもよいし、２種以上を混合して使用してもよ
い。
【００２４】
　＜微粒子＞
　微粒子は、塗膜自体の自発的なミクロン単位の凹凸を形成させるために必要なものであ
り、有機溶媒に混合することで、撥水性塗料中に分散させるものである。
　添加する微粒子としては、特に限定されるものではなく、撥水性塗料に、さらに付与し
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たい機能によって適宜選択することができる。
　例えば、光触媒機能や紫外線防止機能を付与する場合には、酸化チタンを添加し、強度
を向上させる場合には、シリカを添加することができる。
【００２５】
　酸化チタンとしては、石原産業（株）製酸化チタン、例えば、超微粒子酸化チタン、光
触媒用酸化チタン、白色導電性酸化チタン、針状導電性酸化チタン、高純度酸化チタン等
が挙げられる。
　シリカとしては、日本アエロジル（株）製シリカ、例えば、アエロジル２００（登録商
標）、アエロジル３００（登録商標）、アエロジルＲ２０２（登録商標）、アエロジルＲ
９７２（登録商標）、アエロジルＲ９７４（登録商標）等が挙げられる。
【００２６】
　ここで、微粒子の平均粒径は、５～１７００ｎｍとする。なお、ここでの平均粒径とは
、日機装（株）製　ナノトラック粒度分布測定装置　ＵＰＡ－ＥＸ１５０でトルエンに分
散させた粒子を測定した場合の５０％体積の粒径をいう。
　微粒子の平均粒径が５ｎｍ未満であると、微粒子の入手が困難であり、入手できる場合
でも、高価であるため、経済性の観点から好ましくない。一方、１７００ｎｍを超えると
、塗料を金属板に塗布した際、金属板に形成された塗膜の表面に、塗膜自体の自発的なミ
クロン単位の凹凸が形成されない。また、微粒子の平均粒径は、好ましくは、５～５００
ｎｍ、さらには、３０～２００ｎｍがより好ましい。微粒子の平均粒径が５～５００ｎｍ
、さらには３０～２００ｎｍであると、微粒子の粒径が各々近いため、微粒子が塗膜中に
均一に分散されやすく、また、付与する機能が塗膜中に均一になりやすい。
　なお、微粒子の表面は、親水性、疎水性のどちらでもよい。
【００２７】
＜アクリル樹脂＞
　アクリル樹脂は、撥水性塗料を金属板に塗布することにより、金属板に撥水塗膜を形成
させるものである。
　アクリル樹脂としては、メタクリル酸、アクリル酸、アクリル酸メチル等のアクリル酸
エステルのポリマーを用いることができるがこれらに限定されるものではない。
【００２８】
　ここで、アクリル樹脂の主鎖または側鎖（エステル基部）には、フッ素を含有すること
が好ましい。そのため、アクリル樹脂の主鎖または側鎖（エステル基部）にフッ素を含む
化合物を用いることが好ましく、これにより、塗膜の撥水性をさらに向上させることがで
きる。
【００２９】
　フッ素を含む化合物としては、例えば、旭硝子（株）製のアサヒガードＡＧ－７６００
（登録商標）、アサヒガードＡＧ－７１６０（登録商標）、アサヒガードＡＧ－９５０（
登録商標）、アサヒガードＡＧ－７０００（登録商標）、アサヒガードＡＧ－１１００（
登録商標）、ダイキン工業（株）製のユニダインシリーズ（登録商標）等が挙げられる。
【００３０】
　また、前記のアクリル樹脂の一部または全部が、シリコン変性されたアクリル樹脂また
はシリコン変性されたアクリルウレタン樹脂であることが好ましい。これにより、塗膜の
撥水性に加え、物理的接触に対する耐久性をさらに向上させることができる。
【００３１】
　シリコン変性されたアクリル樹脂またはシリコン変性されたアクリルウレタン樹脂とし
ては、例えば、東亞合成社製のサイマックＵＳ－２７０（登録商標）、サイマックＵＳ－
３８０（登録商標）、大日本インキ化学社製のアクリディックＡ－９５４０（登録商標）
、アクリディックＡ－９５１０（登録商標）、アクリディックＡ－９５８５（登録商標）
、アクリディックＢＺ－１１６１（登録商標）、ナトコ社製のパピレス（登録商標）、イ
サム塗料社製のハイアート♯３０００（登録商標）等が挙げられる。
【００３２】
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　アクリル樹脂、シリコン変性されたアクリル樹脂、シリコン変性されたアクリルウレタ
ン樹脂の配合量について特に制限は設けていないが、撥水性と耐久性のバランスの観点か
ら、微粒子合計質量に対する樹脂合計質量は、質量比で１．０倍以上２．５倍以下の範囲
で含有させた場合が好ましい。
【００３３】
＜エチレングリコールまたはポリエチレングリコール＞
　構造制御剤としてのエチレングリコールまたはポリエチレングリコールは、金属板に形
成された塗膜の表面に、ミクロン単位の凹凸を形成させるのに大きな役割を果たす物質で
ある。
　微粒子とともに、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールを添加することに
より、微粒子を分散させることだけで形成される凹凸とは異なる、塗膜自体の自発的なミ
クロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成される。塗膜の表面に形成された凹凸構
造は、塗膜の表面積を増大させることで接触角を強調（大きく）する方向へ働くため、撥
水性を向上させる。
【００３４】
　エチレングリコールまたはポリエチレングリコールは、有機溶媒にも可溶であるが、ど
ちらかといえば、水溶性の性質が高いため、有機溶媒中では、相分離を起こしやすい状態
にあると考えられる。そのため、有機溶媒に溶解させたエチレングリコールまたはポリエ
チレングリコールは、塗料の塗布後に有機溶媒を乾燥させる際に、相分離を起こすものと
考えられる。この相分離を起こすことで、添加した微粒子との相乗効果により塗膜表面に
孔ができ、凹凸構造を形成するものと考えられる。
【００３５】
　なお、ミクロン単位の凹凸とは、具体的には、幅が０．５～５００μｍの直径の孔をも
つ部分と、平坦な部分を持つ箇所のことを指す。この凹凸の多くは、平坦な部分に凹がで
きることで形成され、形成された凹の部分にさらに小さな凹凸が形成される。
　また、孔の幅は、好ましくは、直径が１～１０μｍ、より好ましくは、直径が１～３μ
ｍである。直径が１～１０μｍ、さらには１～３μｍであると、ミクロン単位の凹凸がよ
り均一に形成されるため、金属板表面の撥水性がさらに均質となりやすい。
【００３６】
　ここで、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールの含有量は、撥水性塗料中
に、０．１～２０質量％の範囲であることが好ましい。エチレングリコールまたはポリエ
チレングリコールの含有量が０．１質量％未満であると、含有量が少なすぎるために、塗
膜の表面に凹凸構造が形成されにくい。一方、２０質量％を超えると、撥水性塗料の粘度
が高くなるため、金属板に塗布ができない場合が生じやすく、また、塗膜の表面に凹凸構
造が形成されない場合があるためである。
　また、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールの分子量は、２０００以下が
好ましい。分子量が２０００を超えると、有機溶媒への溶解度が大幅に低下し、前記に示
した最低質量％（０．１質量％）を添加することが困難となるためである。
【００３７】
　次に、前記した撥水性塗料を塗布した撥水金属板について説明する。
≪撥水金属板≫
　本発明に係る撥水金属板は、前記した撥水性塗料を塗布することにより、金属板に撥水
塗膜を形成したものである。
　このような撥水塗膜は、金属板に撥水性塗料を塗布し、加熱して有機溶媒を除去した後
、水洗、再加熱乾燥することにより、金属板表面に形成することができる。
　撥水性塗料を塗布する金属板としては、アルミニウム板、アルミニウム合金板、鉄鋼板
、銅板、チタン板等を用いることができるがこれらに限定されるものではない。
　なお、これらの金属板には、撥水塗膜との密着性を良くするため、下地処理を施しても
よい。また、撥水塗膜と金属板の密着性の向上、もしくは塗料の塗工性確保のため、撥水
性塗料中に、表面調整剤、カップリング剤、チクソ性付与剤、潤滑剤、硬化剤等を加えて
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【００３８】
以上説明したように、本発明に係る撥水性塗料によれば、撥水性塗料中に、微粒子と、エ
チレングリコールまたはポリエチレングリコールを含有させることにより、塗膜自体の自
発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成された撥水塗膜を形成すること
ができる。そのため、撥水性（防汚性、耐着雪性、耐候性）に優れるとともに、均質な撥
水性を有する撥水塗膜が形成された金属板を得ることができる。
　本発明に係る撥水金属板によれば、金属板に、塗膜自体の自発的なミクロン単位の凹凸
が塗膜の表面全体に均一に形成された撥水塗膜を形成することにより、優れた撥水性（防
汚性、耐着雪性、耐候性）を得るとともに、金属板の表面全体に、均質な撥水性を得るこ
とができる。
【００３９】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定され
るものではなく本発明の範囲を逸脱しない範囲で変更することができる。
　例えば、本発明に係る撥水性塗料を塗布する基材として、金属板に限らず、プラスチッ
ク、セラミックス、木材、ガラス等に適用してもよく、また、適宜、その他の基材に適用
してもよい。
【実施例】
【００４０】
　次に、本発明に係る撥水性塗料および撥水金属板について、本発明の要件を満たす実施
例と本発明の要件を満たさない比較例とを比較して具体的に説明する。
［実施例１］
　塗膜を形成した金属板表面の撥水性について、以下の試験を行った。
　まず、表１に示す各物質を混合し、１時間攪拌して、撥水性塗料を作製した。次に、こ
の撥水性塗料を１０００系アルミニウム板または鉄の金属板（ＥＧ鋼板）上に塗布し、塗
膜厚２５μｍの塗膜を形成した。その後、３７℃で１５分間乾燥させた後、水洗し、さら
に１５０℃で３０分間乾燥させた。そして、そのときの水の静的接触角を、ＦＡＣＥ－Ｃ
Ａ－Ａ（協和界面化学社製）を用いて測定した。この結果を表１の「接触角」欄に示す。
【００４１】
　なお、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールを含有していない塗料を用い
て形成した塗膜の接触角（比較例であるＮｏ．１１の８２°）を基準に、１０°以上接触
角が高くなったものを撥水性が良好、１０°以上接触角が高くならなかったものを撥水性
が不良とした。すなわち、接触角が９２°以上のものを撥水性が良好、９２°未満のもの
を撥水性が不良とした。
　なお、表１において、成分を含有していないものについては「－」で示す。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　表１に示すように、実施例であるＮｏ．１～９は、本発明の範囲を満足しているため、
撥水性が良好であった。特に、Ｎｏ．６は、アクリル樹脂として、フッ素を含む化合物を
用いているため、接触角の値が他の実施例に比べ高かった。



(9) JP 5010966 B2 2012.8.29

10

20

30

【００４４】
　一方、Ｎｏ．１０は、微粒子、エチレングリコールまたはポリエチレングリコール、有
機溶媒を含んでおらず、アクリル樹脂のみで塗膜を形成しているため、塗膜自体の自発的
なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成されず、撥水性が不良であった。
　Ｎｏ．１１は、微粒子を混合させているものの、エチレングリコールまたはポリエチレ
ングリコールを含んでいないため、塗膜自体の自発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面
全体に均一に形成されず、撥水性が不良であった。
【００４５】
　Ｎｏ．１２は、微粒子である酸化チタンの平均粒径が上限を超えるため、塗膜自体の自
発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成されず、撥水性が不良であった
。
　なお、実施例であるＮｏ．１において、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ６００）の含
有量を５０質量％としたものについては、撥水性塗料の粘度が高くなり、塗布ができなか
った。
【００４６】
［実施例２］
　塗膜を形成した金属板表面の撥水性および塗装金属板の耐久性について、以下の試験を
行った。
　まず、表２に示す各物質を混合し、１時間攪拌して、撥水性塗料を作製した。次に、こ
の撥水性塗料を１０００系アルミニウム板上に塗布し、塗膜厚２５μｍの塗膜を形成した
。その後、３７℃で１５分間乾燥させた後、水洗し、さらに１５０℃で３０分間乾燥させ
た。そして、そのときの水の静的接触角を、ＦＡＣＥ－ＣＡ－Ａ（協和界面化学社製）を
用いて測定した。この結果を表２の「接触角」欄に示す。
【００４７】
　塗装金属板の耐久性は、キムワイプＳ－２００（日本製紙クレシア製）を四つ折りし、
これに３ｋｇの荷重をかけながら、約５ｃｍ／秒の速さで１回擦った後の供試材を目視観
察して評価した。塗膜の外観に変化がない場合を◎、やや外観が変化した場合を○、金属
地肌が部分的に露出したものを△とした。この結果を表２に示す。
　なお、撥水性の評価基準は、前記実施例１と同様である。また、表２中のサイテック社
製のサイメル３５０（登録商標）は硬化剤である。
【００４８】
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【表２】

【００４９】
　表２に示すように、実施例であるＮｏ．１３～１９は、本発明の範囲を満足しているた
め、撥水性が良好であった。特にこれらは、シリコン変性されたアクリル樹脂またはシリ
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コン変性されたアクリルウレタン樹脂を含んでいるため、撥水性に加えて、耐久性が高か
った。実施例であるＮｏ．２０は、本発明の範囲を満足しているため、撥水性が良好であ
った。しかし、シリコン変性されたアクリル樹脂またはシリコン変性されたアクリルウレ
タン樹脂を含まないため、耐久性はやや低かった。
　Ｎｏ．２１～２４は、本発明の範囲外の樹脂を適用しているため、撥水性が低かった。
【００５０】
［実施例３］
　エチレングリコールまたはポリエチレングリコールを含有した塗料を塗布した金属板と
、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールを含有しない塗料を塗布した金属板
の表面状態について以下の試験を行った。
【００５１】
（１）ポリエチレングリコールを含有した塗料を塗布した場合として、表１の実施例であ
るＮｏ．１のアルミニウム板の表面状態を観察した。すなわち、有機溶媒であるトルエン
に、微粒子として、酸化チタン（石原産業（株）製　ＴＴＯ－５５（Ｓ）（登録商標））
およびシリカ（日本アエロジル（株）製　Ｒ９７２）、アクリル樹脂として、ポリメタク
リル酸メチル（和光純薬工業（株）製　コードナンバー：１３８－０２３７５）、ポリエ
チレングリコールとして、ＰＥＧ６００（三洋化成工業（株）製）を混合し、１時間攪拌
して、これらの各物質を含有した撥水性塗料を作製した。次に、この撥水性塗料を１００
０系アルミニウム板上に塗布し、塗膜厚２５μｍの塗膜を形成した。その後、３７℃で１
５分間乾燥させた後、水洗し、さらに１５０℃で３０分間乾燥させた。このアルミニウム
板の表面を５００倍のＳＥＭ（ニコン製ＥＳＥＭ－２７００を使用）により観察した。こ
のＳＥＭ写真を図１に示す。
【００５２】
（２）エチレングリコールまたはポリエチレングリコールを含有しない塗料を塗布した場
合として、表１の比較例であるＮｏ．１１のアルミニウム板の表面状態を観察した。すな
わち、有機溶媒であるトルエンに、微粒子として、酸化チタン（石原産業（株）製　ＴＴ
Ｏ－５５（Ｓ）（登録商標））およびシリカ（日本アエロジル（株）製　Ｒ９７２）、ア
クリル樹脂として、ポリメタクリル酸メチル（和光純薬工業（株）製　コードナンバー：
１３８－０２３７５）を混合し、１時間攪拌して、これらの各物質を含有した撥水性塗料
を作製した。次に、この撥水性塗料を１０００系アルミニウム板上に塗布し、塗膜厚２５
μｍの塗膜を形成した。その後、３７℃で１５分間乾燥させた後、水洗し、さらに１５０
℃で３０分間乾燥させた。このアルミニウム板の表面を５００倍のＳＥＭ（ニコン製ＥＳ
ＥＭ－２７００を使用）により観察した。このＳＥＭ写真を図２に示す。
【００５３】
　図１および図２より、ポリエチレングリコールを含む塗料の場合には、アルミニウム板
の表面全体に、塗膜自体の自発的なミクロン単位の凹凸が均一に形成されている。一方、
エチレングリコールまたはポリエチレングリコールを含まない塗料の場合には、塗膜自体
の自発的なミクロン単位の凹凸がなく、ところどころに微粒子が不均一に分散して存在し
ている表面をしていることがわかる。
【００５４】
　これらの結果から、ポリエチレングリコール（またはエチレングリコール）がミクロン
単位の凹凸の形成に大きな役割を果たし、ポリエチレングリコール（またはエチレングリ
コール）の添加により、微粒子を分散させることだけで形成される凹凸とは異なる、塗膜
自体の自発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成されることがわかる。
　また、塗膜自体の自発的なミクロン単位の凹凸が塗膜の表面全体に均一に形成されるこ
とにより、撥水性が向上することがわかる。
【００５５】
　以上、本発明の好適な実施例について説明してきたが、本発明は前記実施例に限定され
るものではなく、本発明の趣旨に適合し得る範囲において広く変更、改変して実施するこ
とも可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に含まれるものである。
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【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】塗料中にポリエチレングリコールを含有する撥水性塗料を塗布したアルミニウム
板表面のＳＥＭ写真である。
【図２】塗料中にエチレングリコールまたはポリエチレングリコールを含有しない撥水性
塗料を塗布したアルミニウム板表面のＳＥＭ写真である。

【図１】
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